
入札公告 

 

  次のとおり一般競争入札に付します。 

  平成 29 年 1 月 27 日 

   契約責任者 

東日本高速道路株式会社 新潟支社長 寒河江 克彦 

 ◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 15 

 １ 調達内容 

(1)品目分類番号 17 

(2)調達件名及び数量 

①北陸自動車道 除雪車購入 

除雪車          8 台 

②関越自動車道 ロータリー除雪車購入 

ロータリー除雪車      5 台 

③関越自動車道 湿塩散布車購入 

湿塩散布車         4 台 

④関越自動車道 散水車購入 

散水車           3 台 

⑤関越自動車道 トラクターショベル購入 

トラクターショベル    5 台 

 (3)調達件名の特質等 上記１(2)の件名ごと次のとおり

とする。 

①②③④⑤ 入札説明書及び仕様書による。 

(4)納入期限 上記１(2)の件名ごと次のとおりとする。 

①②④⑤ 契約締結日の翌日から 180 日間 

③    契約締結日の翌日から 300 日間 

(5)納入場所 上記１(2)の件名ごと次のとおりとする。 

①東日本高速道路株式会社 新潟支社管内の 

新潟管理事務所   1 台 

長岡管理事務所   4 台 

上越管理事務所   3 台 

②東日本高速道路株式会社 新潟支社管内の 

湯沢管理事務所   4 台 

上越管理事務所   1 台 

③東日本高速道路株式会社 新潟支社管内の 

湯沢管理事務所   3 台 

新潟管理事務所   1 台 

④東日本高速道路株式会社 新潟支社管内の 

湯沢管理事務所   2 台 

長岡管理事務所   1 台 

⑤東日本高速道路株式会社 新潟支社管内の 

湯沢管理事務所   3 台 



上越管理事務所   2 台 

(6)入札方法 入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を

除いた税抜き額を記載すること。なお、落札決定にあた

っては、入札金額に消費税及び地方消費税額を加算した

金額（１円未満の端数は四捨五入）をもって落札価格（契

約金額）とする。 

２ 競争参加資格 

(1)東日本高速道路株式会社契約規程実施細則（平成 17 年

細則第 16 号）第 6 条の規程に該当しない者であること。 

(2)当該購入機械又はこれと同等以上の類似品に係る納入

実績又は製造実績があることを証明した者であること。 

(3)当該納入機械に関し迅速なアフターサービス体制・メ   

ンテナンス部品の供給体制が整備されていることを証明

できる者であること。 

(4)詳細は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先 

   〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-1 

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

技術部 調達契約課 課長代理 平井 和道 

   電話 025-241-5116 

(2)入札説明書の交付期間及び方法 

①交付期間 入札公告の日から平成 29年 2月 24日（金）

まで 

②交付方法 東日本高速道路株式会社のホームページか

ら入手するものとする。 

（ http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/publ

ic_notice/search_service/） 

 (3)競争参加資格確認申請書の提出期限及び方法 

①提出期限 平成 29 年 2 月 24 日（金）午後 4時 

②提出方法 郵送すること。（持参又は電送による入札

は認めない。） 

(4)開札の日時及び場所 上記１(2)の件名ごと次のとおり

とする。 

(ｲ)日時 ①平成 29 年 4 月 24 日（月）午前 10 時 00 分 

②平成 29 年 4 月 24 日（月）午後 1 時 30 分 

③平成 29 年 4 月 24 日（月）午後 3 時 00 分 

④平成 29 年 4 月 25 日（火）午後 1 時 30 分 

⑤平成 29 年 4 月 25 日（火）午後 3 時 00 分 

   (ﾛ)場所 東日本高速道路株式会社 新潟支社 会議室 

 



 

４ その他 

(1)本契約において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2)入札保証金及び契約保証金 免除 

(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望

する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入

できることを証明する書類を添付して入札書の提出期限

までに提出しなければならない。入札者は開札日の前日

までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明

を求められた場合は、それに応じなければならない。 

(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない

者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無

効とする。 

(5)契約書の作成の要否 要 

(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できる

と契約担当者が判断した者であって、契約制限価格の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とする。 

(7)手続における交渉の有無 無 

(8)入札に関する一般的な質問については、『よくあるご質

問』（http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/）を参照の

こと。 

(9)詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1)Official in charge of disbursement of the   

procuring entity: Katsuhiko Sagae, Director General 

of Niigata Regional Head Office, East Nippon 

Expressway Company Limited 

(2)Classification of the products to be procured: 17 

(3)Nature and quantity of the products to be purchased 

①8 Snow Removal Trucks 

②5 Rotary Snow Removal Vehicles 

③4 Pre-wetting Salt Spreader Trucks 

④3 Sprinkler Trucks 

⑤5 Wheeled Loaders 

(4)Delivery period: 

①②④⑤ 180 days from the next day of the contract  

day 

③ 300 days from the next day of the contract  

day 

 



(5) Delivery place: 

①1 Snow Removal Truck 

Niigata Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

4 Snow Removal Trucks 

Nagaoka Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

3 Snow Removal Trucks 

Joetsu Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

②4 Rotary Snow Removal Vehicles 

Yuzawa Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

1 Rotary Snow Removal Vehicle 

Joetsu Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

③3 Pre-wetting Salt Spreader Trucks 

Yuzawa Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

1 Pre-wetting Salt Spreader Truck 

Niigata Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

④2 Sprinkler Trucks 

Yuzawa Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

1 Sprinkler Truck 

Nagaoka Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

⑤3 Wheeled Loaders 

Yuzawa Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

2 Wheeled Loaders 

Joetsu Operation Office, East Nippon Expressway 

Company Limited 

 (6)Qualification for participating in the tendering 

procedures: Suppliers eligible for participating in 

the open tender are who shall: 

①not come under Article 6 of East Nippon Expressway 

Company Limited Regulation Concerning the contract 

procedures 

② have proven to have actually manufactured or 
delivered the products concerned or the products 



with performance similar to that of the products 

concerned 

③have proven to have prepared a system to provide 

rapid after-sale service and maintenance for the 

products concerned 

(7) Time-limit for the submission of application forms 

and relevant documents for the qualification: 4:00 

P.M．24 February 2017 (submitted by mail 4:00 P.M. 

24 February 2017) 

(8) Contact point for the notice: Kazumichi Hirai, 

Deputy Manager of Procurement & Contract Section, 

Technology & Procurement Department, Niigata Regional 

Head office, East Nippon Expressway Company Limited, 

1-1 Tenjin, Chuo-ku, Niigata-shi,Niigata 950-0917 

Japan 

 TEL 025-241-5116 

 

 

 


